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2018（平成30）年6月、働き方改革関連法が成立し、2019年4月から改正労働基準法が全産業を対象に施行さ
れることとなりました。トラックドライバーについては2024年4月から罰則付きの時間外労働の上限規制が導入
されるため、長時間労働が常態化しているトラック運送業界は早急に効果的な長時間労働是正の取り組みを
推進しなければなりません。

全日本トラック協会より

● 労働基準法では、労働時間を「原則1日8時間、1週に40時間ま
で」と定めています（法定労働時間）。一方、労使が労働基準法36
条に基づく協定（いわゆるサブロク協定）を結べば、法定労働時間
を超えて月45時間、年間360時間まで残業が認められます。特別条
項を設ければ上限をなくすこともできましたが、今回の労働基準法
改正により、初めて、残業時間に上限が設けられます。

● 原則は月45時間、年360時間で、労使が特別条項に合意しても
年720時間（休日労働含まない)、複数月平均で80時間以内（休日
労働含む)、月100時間未満（休日労働含む)、月45時間を超えてよ
いのは年6回までです。これが一般則といわれるものです。

● ドライバーは、2024年4月から､年960時間の罰則付きの時間外
労働の上限規制（休日労働含まない)が適用されます。この規制は
企業規模に関係なく適用されます。 →

労働基準法制定以来の大改正

適用開始時期

● 運行管理者や事務職は一般則の適用となります。大企業は
2019（平成31）年4月から、中小企業でも2020年4月から、罰則付
きの時間外労働の上限規制（年360時間、特別条項がある場合
でも年720時間）が適用されます。
←

全日本トラック協会より


